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川越市週休２日制適用工事要領（建築工事） 

新旧対照表 

（傍線の部分は改正部分）   

新（改正後） 旧（現行） 

（定義） 

第２条（略） 

２（略） 

３ この要領において「適用工事（現場閉所型）」とは、対象期

間において、現場閉所（現場休息）による週休２日に取り組

む方式をいう。 

⑴ 週休２日 

ア 完全週休２日 

対象期間において、全ての週（土曜日から金曜日まで 

の７日間とする。以下同じ。）で原則として土曜日及び日

曜日を現場閉所（現場休息）日に指定し、２日以上の現場

閉所（現場休息）（現場閉所（現場休息）日数の割合（以

下、「現場閉所（現場休息）率」という。）が、２８．５％

（２日/７日）以上）を達成したと認められる状態をいう。  

ただし、対象期間の日数が７日に満たない週において

は、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所

（現場休息）を行っている場合に、達成しているものとみ

（定義） 

第２条（略） 

２（略） 

３ この要領において「適用工事（現場閉所型）」とは、対象期

間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）に取り組

む方式をいう。 

⑴ 週休２日 

ア 月単位の週休２日 

    対象期間において、全ての月で４週８休（現場閉所（現

場休息）日数の割合（以下、「現場閉所（現場休息）率」

という。）が２８．５％（８日／２８日））以上を達成し

たと認められる状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％  

に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上

に現場閉所（現場休息）を行っている場合に、４週８休（２

８．５％）以上を達成しているものとみなす。 
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新（改正後） 旧（現行） 

なす。 

また、土曜日又は日曜日に現場作業を行うこととされ 

ている場合は、受発注者間で協議した上で、当該曜日に代

わる曜日を現場閉所（現場休息）日に指定するものとする。

なお、完全週休２日に取り組む場合は、同一の週内におい

て変更するものとする。 

  イ 月単位の週休２日 

    対象期間において、全ての月で４週８休（現場閉所（現

場休息）日数の割合が２８．５％（８日／２８日））以上

を達成したと認められる状態をいう。 

ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所（現場休 

息）では２８．５％に満たない月は、その月の土曜日及び

日曜日の合計日数以上に現場閉所（現場休息）を行ってい

る場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成しているも

のとみなす。 

また、工事着手月及び完成月においては、その月の対 

象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上に現場閉所

（現場休息）を行っている場合に、４週８休（２８．５％）

以上を達成しているものとみなす。 

  ウ 通期の週休２日 

 

 

 

  

 

 

イ 通期の週休２日 

    対象期間において、４週８休（現場閉所（現場休息）

率が２８．５％（８日／２８日））以上を達成したと認め

られる状態をいう。 
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新（改正後） 旧（現行） 

    対象期間において、４週８休（現場閉所（現場休息）

率が２８．５％（８日／２８日））以上を達成したと認め

られる状態をいう。 

⑵（略） 

⑶（略） 

⑷（略） 

⑸（略） 

⑹（略） 

⑺（略） 

 ⑻ 削除 

 

 

４ この要領において「適用工事（交替制）」とは、対象期間に

おいて、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら

週休２日に取り組む方式をいう。 

⑴ 週休２日 

  ア 完全週休２日 

対象期間において、全ての週で対象者の平均休日数の割

合（以下、「休日率」という。）が、２８．５％（２日/７

日））以上を達成したと認められる状態をいう。 

 

 

 

⑵（略） 

⑶（略） 

⑷（略） 

⑸（略） 

⑹（略） 

⑺（略） 

⑻ 現場閉所（現場休息）率 

   現場閉所（現場休息）率 ＝ 対象期間内の現場閉所（現

場休息）日数 ÷ 対象期間の日数 

４ この要領において「適用工事（交替制）」とは、対象期間に

おいて、技術者、技能労働者及び現場代理人が交替しながら

４週８休以上の休日確保に取り組む方式をいう。 

⑴ 週休２日 

ア 月単位の週休２日 

対象期間において、全ての月で４週８休（対象者の平 

均休日数の割合（以下、「平均休日率」という。）が２８．

５％（８日／２８日））以上を達成したと認められる状態
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新（改正後） 旧（現行） 

 

イ 月単位の週休２日 

対象期間において、全ての月で対象者の休日率が２８．

５％（８日／２８日）以上を達成したと認められる状態を

いう。 

ただし、月単位の週休２日（４週８休以上）の判断にあ

たって、ひと月を通して特定の曜日で休日確保を行って

も、２８．５％に満たない場合は、その月の土曜日及び日

曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、４週

８休（２８．５％）以上を達成しているとみなす。 

また、工事着手月及び完成月においては、その月の対象

期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上に休日確保を

行っている場合に、４週８休（２８．５％）以上を達成し

ているとみなす。 

  ウ 通期の週休２日 

    対象期間において、対象者の休日率が２８．５％（８

日／２８日）以上を達成したと認められる状態をいう。 

⑵（略） 

⑶（略） 

⑷（略） 

をいう。 

イ 通期の週休２日 

    対象期間において、４週８休（平均休日率が２８．５％

（８日／２８日））以上を達成したと認められる状態をい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵（略） 

⑶（略） 

⑷（略） 
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新（改正後） 旧（現行） 

⑸ 削除 

 

⑹ 削除 

 

（積算方法等） 

第６条 適用工事は、別表に掲げる補正係数により、労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場

単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補

正する。（市場単価及び物価資料の掲載価格の補正率は、

令和７年１２月１０日付け国営積第７号、大臣官房官庁営

繕部計画課営繕積算企画調整室長通知を準用する。）ただ

し、見積り単価を除く。また、完全週休２日においては現

場管理費を補正する。 

２ 適用工事は、別表に掲げる完全週休２日を達成した場合

の補正係数により労務費及び現場管理費を補正し、工事費

を積算して予定価格を作成する。 

なお、現場閉所（現場休息）率又は休日率の達成状況を確

認後、完全週休２日が未達成の場合で、月単位の週休２日を

達成する場合は、請負代金額の補正係数を月単位の週休２日

に変更するものとし、月単位の週休２日に満たない場合は、

⑸ 休日率 

   休日率 ＝ 対象期間内の休日日数 ÷ 対象期間の日数 

⑹ 平均休日率 

   平均休日率 ＝ 対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数 

（積算方法等） 

第６条 適用工事は、別表に掲げる補正係数により、労務費（予

定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価、市場

単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）を補

正する。（市場単価及び物価資料の掲載価格の補正率は、

令和６年３月２２日付け国営積第１３号、大臣官房官庁営

繕部計画課営繕積算企画調整室長通知を準用する。）ただ

し、見積り単価を除く。 

 

２ 適用工事は、別表に掲げる月単位の週休２日を達成した

場合の補正係数により労務費を補正し、工事費を積算して

予定価格を作成する。 

なお、現場閉所（現場休息）率又は平均休日率の達成状況

を確認後、月単位の週休２日に満たない場合は、請負代金額

の補正係数を通期の週休２日に変更するものとし、通期の週

休２日に満たない場合は、補正係数を除した変更を行うもの
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新（改正後） 旧（現行） 

通期の週休２日の達成有無に関わらず、補正係数を除した変

更を行うものとする。 

（実施方法） 

第７条（略） 

２（略） 

３（略） 

４（略） 

５ 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。 

⑴ 受注者は、工事完成予定日の２１日前までに、適用工事

（現場閉所型）においては「現場閉所実績報告書（様式第

１号）」を、適用工事（交替制）においては最終月の「休日

確保状況チェックリスト（様式第２号）」及び「休日確保実

績報告書（様式第３号）」を提出するとともに、作業日報や

出勤簿等を提示し、現場閉所（現場休息）率又は休日率の

達成状況について発注者の確認を受ける。ただし、発注者

は、必要に応じて工事完成予定日の２１日前よりも以前の

提出期日を定めることができる。 

⑵ 受注者は、工事完成予定日の２１日前までに現場が完成

していない場合は、⑴に規定する提出日から現場完成日ま

での現場閉所（現場休息）率又は休日率については、見込

とする。 

 

（実施方法） 

第７条（略） 

２（略） 

３（略） 

４（略） 

５ 現場完成時には、以下のとおり対応するものとする。 

⑴ 受注者は、工事完成予定日の２１日前までに、適用工事

（現場閉所型）においては「現場閉所実績報告書（様式第

１号）」を、適用工事（交替制）においては最終月の「休日

確保状況チェックリスト（様式第２号）」及び「休日確保実

績報告書（様式第３号）」を提出するとともに、作業日報や

出勤簿等を提示し、現場閉所（現場休息）率又は平均休日

率の達成状況について発注者の確認を受ける。ただし、発

注者は、必要に応じて工事完成予定日の２１日前よりも以

前の提出期日を定めることができる。 

⑵ 受注者は、工事完成予定日の２１日前までに現場が完成

していない場合は、⑴に規定する提出日から現場完成日ま

での現場閉所（現場休息）率又は平均休日率については、
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新（改正後） 旧（現行） 

みで提出する。また、変更があった場合は、その都度速や

かに再提出し、現場閉所（現場休息）率又は休日率につい

て発注者の確認を受ける。 

⑶ 発注者は、現場閉所（現場休息）率又は休日率の達成状

況に応じて、前条に定める経費について必要となる契約変

更を行う。 

（工事成績評定） 

第８条 工事成績評定における加点は行わない。また、履行で

きなかった場合においても、減点しないものとする。ただ

し、通期の週休２日が達成できなかった場合や、提出され

た工程表が通期の週休２日の取得を前提としていないな

ど、明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場

合は、工程管理の考査項目において休日の確保が行われて

いないものとして評価する。 

 

 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

見込みで提出する。また、変更があった場合は、その都度

速やかに再提出し、現場閉所（現場休息）率又は平均休日

率について発注者の確認を受ける。 

⑶ 発注者は、現場閉所（現場休息）率又は平均休日率の達

成状況に応じて、前条に定める経費について必要となる契

約変更を行う。 

（工事成績評定） 

第８条 工事成績評定における加点は行わない。また、履行で

きなかった場合においても、減点しないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
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新（改正後） 旧（現行） 

ただし、本要領の施行日以前に公告した工事及び契約済みの

工事においても、受発注者間の協議により適用することができ

る。 

附 則 

 この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年１月２０日から施行する。 

 

 

 

 

別表（第６条関係） 
 

経 費 完全週休２日 月単位の週休２日 

労 務 費 １．０２ １．０２ 

現場管理費 １．０１ ― 

ただし、本要領の施行日以前に公告した工事及び契約済みの

工事においても、受発注者間の協議により適用することができ

る。 

附 則 

この要領は、令和６年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

別表（第６条関係） 

 

 

 

 

経 費 月単位の週休２日 通期の週休２日 

労 務 費 １．０４ １．０２ 

 


